
そのほかの補助・助成制度

茨木市高齢者運転免許証自主返納支援事業

65歳以上の市民で全部の運転免許証を平成30年４月１日以降に自主返納
された方に、ＩＣＯＣＡを１枚交付するか、阪急バスの高齢者専用定期券
「グランドパス」の購入費用の一部を助成します。
【支援内容】ＩＣＯＣＡ（デポジット含む6,000円）１枚を交付、又はグランドパス
の購入費用のうち6,000円を助成（１人１回を限度）

交通政策課（072-647-2916)

制作

茨木市 都市活力部 居住政策課

〒567-8505
住所：大阪府茨木市駅前三丁目８番13号
TEL：072-655-2755
MAIL：kyojyu@city.ibaraki.lg.jp

茨木市高齢者福祉タクシー料金助成事業

在宅の要介護高齢者に対して、タクシー料金の一部を助成します。（タクシー
利用券の交付）交付枚数：最大48枚（１か月あたり４枚で申請月からの当該
年度分を一括交付） 【補助金】１乗車の乗車料金が1,000円未満のときは
利用券１枚500円まで、1,000円以上のときは利用券２枚1,000円まで

長寿政策課（072-620-1637）

茨木市水洗便所改造費助成金

公共下水道処理区域及び公設浄化槽対象区域内の住宅のくみ取り便所
（し尿浄化槽による水洗便所を含む）を水洗便所に改造する方に、１戸１設
備に限り助成金を交付します。
【助成金】5,000円 下水道総務課（072-620-1665）

姉妹都市の小豆島町・竹田市宿泊施設利用補助制度

姉妹都市である①小豆島町②竹田市の指定の宿泊施設を利用する小学
生以上の茨木市民に対し、補助金を交付します。
【補助金】①中学生以上2,000円、小学生1,500円②中学生以上5,000円、
小学生3,000円 文化振興課（072-620-1810）

茨木市激励金交付要綱に基づく激励金の交付

文化、スポーツ等さまざまな全国大会・世界大会へ出場される個人・団体
に、激励金を交付します。 【補助金】対象によって金額が異なります。

秘書課（072-622-8121代表）

養育費確保等支援事業補助金

ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費
の取り決めに係る公正証書等の作成費用や、養育費保証契約に係る保証
料を補助します。
【対象者】児童扶養手当の支給を受けている、又は同等の所得水準にある
方【補助金】公正証書等作成費補助30,000円/上限、養育費保証料補助
50,000円/上限 こども政策課（072-620-1625）

同性パートナーのお二人が民間サービスの利用等のために公正証書を作成
した場合に、その費用を補助します。【対象者】戸籍上同性のパートナーと
宣誓をした方で、補助要件に該当する方【補助金】50,000円/上限（特例1
万3千円）※民間サービスのパートナーとの申し込み・利用が可能かどうか、
公正証書が必要かどうかは、各サービス提供者にご相談ください。

人権・男女共生課（072-620-1640）

茨木市創業促進事業

事業を営んでいない方、創業後５年未満の方が市内で初めて店舗等を構
える際に必要な経費の一部を補助します。
【対象】市内で創業する方（創業後５年未満の方を含む）
【補助金】店舗等の改装工事費・賃借料の一部

産業振興課（072-620-1620）

ひとり親家庭の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職に向けた可
能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業
程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を
支給します。
【対象者】母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者で、
適職に就くために高等学校卒業程度認定試験に合格することが必要と認め
られる方
【補助金】 ①受講開始時給付金：受講費用の４割（20万円/10万円）
②受講終了時給付金：受講費用の５割（①と合わせて25万円/12万5千円）
③合格時給付金：受講費用の１割（①・②と合わせて40万円/20万円）
※（ ）内は通学/通信制の上限額 こども政策課（072-620-1625）

茨木市身体障害者用自動車改造費助成事業

身体障害者が自動車を取得し、その自動車の改造に必要とする経費の
全部または一部を助成します。
【補助金】 最大10万円（所得制限あり） 障害福祉課（072-620-1636）

茨木市飼い猫避妊・去勢手術費補助金

飼い猫のみだりな繁殖を抑制し、もって飼い猫の適正な飼養及び動物愛護
についての意識の高揚並びに地域社会に対する迷惑の防止を図るため、
猫の飼い主に対し、避妊又は去勢の手術に要する費用の一部を補助します。
【対象】本市に住民登録のある飼い主のうち、獣医師が診療施設において行
う生殖能力を永久に喪失させる避妊・去勢手術（１世帯年度内１匹）【補助
金】飼い猫オス2,000円、飼い猫メス3,000円

市民生活相談課（072-620-1603）

土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転または補強工事に対して、補助
金を交付します。
【補助金】引越：最大97.5万円 除却：延床面積に応じて補助
移転：最大421万円（建物325万円、土地96万円）
補強工事：最大77.2万円（工事費限度額336万円）
補強設計：最大15.4万円（設計費限度額67.2万円）

下水道施設課（072-620-1667）
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茨木市いきがいワーカーズ支援事業補助

高齢者団体が、知識や経験を活かした新たな事業の立ち上げに要する経費
や運営に関する経費を補助します。
【補助金】１団体最大80万円 長寿政策課（072-620-1637）

身体障害者が自動車運転免許を取得する際に必要とする教習経費の一部
を給付します。※普通自動車のみ
【補助金】最大10万円 障害福祉課（072-620-1636）

茨木市重度障害者福祉タクシー料金助成事業

在宅の重度障害者に対して、タクシー料金の一部を助成します。（タクシー
利用券の交付）交付枚数：最大48枚（１ヶ月あたり４枚で申請月からの当該
年度分を一括交付） 【補助金】１乗車の乗車料金が1,000円未満のときは
利用券１枚500円まで、1,000円以上のときは利用券２枚1,000円まで
（所得制限あり） 障害福祉課（072-620-1636）

茨木市アスリート支援事業

茨木市在住のアスリートに対し、競技活動に要する費用の一部を補助します。
【補助金】最大30万円 スポーツ推進課（072-620-1608）

茨木市小売店舗改築（改装）事業

①事業活動の活性化のために行う店舗の改装工事費の一部を補助します。
②中心市街地・商店街への新店出店等のための改装工事費の一部を補助
します。
【対象】①改築工事を行う建物において5年以上事業（小売業・飲食店・理
美容業・施術業）を営んでいる方②新店舗（小売業・飲食店）を出店しようと
している方【補助金】最大50万円 産業振興課（072-620-1620）

新規就農者育成総合対策

一定の営農技術を取得し、独立・自営就農する青年に対し、国の給付金を
活用して、農業経営をサポートします。
【対象】50歳未満の認定新規就農者 農林振興課（072-620-1622）

茨木市身体障害者技能習得費給付

有害鳥獣防止施設実施事業

有害鳥獣防止施設（電気柵、防止柵、除去網等）を設置する農業者に対し
て材料費の一部を助成します。
【補助金】材料費の10分の３ 最大1ｍ当り2,000円

農林振興課（072-620-1622）

民有地緑化助成事業

住宅・事業所等民有地での緑化（接道緑化、壁面緑化）に対し、費用の２分
の1を補助します。【補助金】最大10万円 公園緑地課（072-620-1654）

茨木市雨水貯留タンク設置補助

雨水貯留タンクを購入・設置する方に購入費の一部を助成します。
【補助金】購入費の３分の２、最大30,000円

下水道施設課（072-620-1667）

土砂災害対策補助事業

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

茨木市パートナーシップ宣誓制度活用補助金

茨木市

詳しい情報、その他の制
度は茨木市HPに掲載！

耐震改修等補助制度

昭和56年（木造住宅の場合は平成12年）
5月31日以前に建築確認を受けて建築された
木造住宅や共同住宅の耐震改修工事を
行おうとする方に、耐震設計及び耐震改修、又
は除却工事費用の一部を補助します。
【対象】補助対象建築物の所有者
【補助金】木造住宅…最大115万円

共同住宅…最大2,500万円
（1,000㎡以上等）

木造除却…最大60万円（S56）

居住政策課（072-655-2755）

住まいの耐震化を応援！

耐震診断補助制度

昭和56年（木造住宅の場合は平成12年）
5月31日以前に建築確認を受けて建築さ
れた建築物の耐震診断を行おうとする方
に、耐震診断費用の一部を補助します。

【対象】補助対象建築物の所有者
【補助金】木造…最大50,000円

非木造…最大25,000円

居住政策課（072-655-2755）

妊婦健康診査の費用の一部を
助成！住まいの耐震診断を応援！

茨木市多世代近居・同居支援事業

親世帯と子世帯のいずれかが近居・同居
するために他市から茨木市内に転入し、
住宅を取得または持ち家をリフォームする
費用の一部を補助します。
【対象】
子世帯（中学生以下の子どもがいる世帯
または40歳未満の夫婦世帯等）
親世帯（子世帯の父母または祖父母）
【補助金】最大30万円

居住政策課（072-655-2755）

産婦健康診査の費用の一部を
助成！多世代で近居・同居する方を支援！

茨木市高齢者世帯家賃助成金

高齢者世帯に対して、家賃の一部を7月、
11月、３月の年３回にわたって助成します。

【対象】
公営以外の市内賃貸住宅に居住する方

【補助金】最大5,000円/月

長寿政策課（072-620-1637）

賃貸住宅に居住する高齢者世
帯に

家賃の一部を助成！ 住宅用太陽光発電システム等
設置事業補助制度

自宅に太陽光発電システム等を設置す
る費用の一部を補助します。

【対象】自宅に太陽光発電システム等を
設置する方(６か月以内)
【補助金】
太陽光発電システム…最大50,000円
エネファーム…最大40,000円
蓄電システム…最大40,000円 など

環境政策課（072-620-1644）

太陽光発電システムやエネファーム
などの設置を支援！

茨木市生ごみ処理容器等
設置補助制度

生ごみ処理容器等を購入し、設置する方に
対し、市が購入費の２分の１の額（100円未
満の端数切捨て）を補助します。
【対象】
市内に居住し、容器等を市内に設置する方
【補助金】
電源を必要としない容器（コンポスト容器等）
…補助額の上限5,000円
電源を必要とする機器（生ごみ処理機）
…補助額の上限20,000円

環境政策課（072-620-1644）

家庭用生ごみ処理容器等の
購入費を助成！

賃貸住宅に居住する高齢者世帯に
家賃の一部を助成！

再エネ電力導入奨励金支給制度

ご家庭の電気契約を再生可能エネルギー
100％由来の電力に切り替えた方に奨励金
を支給します。

【対象】居住する住宅の電気契約を従来電
力から再エネ電力に切り替え、20,000円以
上の電気料金の負担が生じた方
【補助金】一律 20,000円

環境政策課（072-620-1644）

妊婦健康診査の費用の一部を
助成！

再エネ100％電力に切り替えた
方に奨励金を支給！

本リーフレットは、本市の補助制度等の一部を掲載しています。
各制度には別途要件がありますので、 詳細は各担当課までお問い合わせください。
また、予算がなくなり次第終了になる制度もありますので、ご留意ください。

公益財団法人日本骨髄バンクを介して、骨髄または末梢血幹細胞を提供し
た方に助成金を支給します。【対象】骨髄等の採取日において、本市に居住
し、かつ、住民登録のある方【助成額】骨髄等の提供に係る通院、入院また
は面談1日あたり20,000円（上限14万円）※有給のドナー休暇制度の対象
となる日数を除く。 医療政策課（072-655-2756）

骨髄等移植ドナー助成金
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①就学援助制度 ②奨学金制度

入学前に一時金を支給します。（返済不要）

【対象】
①小・中…小・中学校に入学予定の児童の
保護者
②高校等…進学予定者または保護者
【支給額】
小学校…64,300円 （予定）
中学校…81,000円 （予定）
高校等…第１子10万円、第２子以降18万
円（いずれも所得等の審査あり）

学校教育推進課（072-620-1684）

小・中学校・高校等の入学を支援！

こども医療費助成制度

保険診療の医療費を助成します。

【対象】
18歳に達した日以後の最初の３月31日
までの方

【その他】一部自己負担あり（保険診療分
で入院・通院それぞれにつき一つの医療
機関あたり１日500円（月２日まで）、複数
医療機関受診の場合月額最大2,500円）

こども政策課（072-620-1625）

こどもの医療費を助成！

風しんワクチン等予防接種
費用助成制度

抗体検査の結果、抗体価が十分でなく、
ワクチン接種が必要と判定された方に、
MR（麻しん風しん混合）ワクチン、風しん
ワクチンの予防接種費用を助成します。
【対象】①妊娠を希望する女性②妊娠を
希望する女性の配偶者③妊娠中の女性
の配偶者④妊娠を希望する女性の同居
人⑤妊娠中の女性の同居人
【補助金】1人につき最大8,000円
（1人１回を限度）

子育て支援課（072-624-9301）

大人の風しんワクチン等
予防接種費用を助成！

出産育児一時金

出産育児一時金を支給します。

【対象】
国民健康保険被保険者が出産したとき、
世帯の世帯主

【支給額】最大50万円
原則として、国保から医療機関に直接支払
われます。（直接支払制度）

保険年金課（072-620-1631）

出産育児一時金を支給！

児童手当

１８歳到達後最初の３月31日までの児童を養
育している方に手当を支給します。

【対象】
１８歳到達後最初の３月31日までの児童を養
育している方
【支給額】３歳未満…月額15,000円
３歳以上…月額10,000円
（第３子以降は月額30,000円）
※「第3子以降」とは、大学生年代まで（22歳到達後
最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、３
番目以降をいいます。

こども政策課（072-620-1625）

児童手当を支給！

不育症治療費助成事業

不育症（保険適用外）の治療費用の一部
を助成します。

【対象】不育症と診断され、治療を行った
夫婦（事実婚を含む）で、助成要件に該
当する夫婦（市民）

【補助金】助成対象費用の1/2の額
（1,000円未満切り捨て）
上限30万円（３回まで）（所得制限なし）

子育て支援課（072-624-9301)

茨木市訪問型病児・病後児保育
利用料補助金

子どもが傷病により保育所等に預けられな
いとき、保護者が就労等の理由で病児・病
後児保育ベビーシッターを利用した場合に、
その料金の一部を補助します。
【対象】
生後６か月から小学校３年生までの子ども
を養育しており、補助要件に該当する世帯
【補助金】子ども１人につき1,000円/時間
※住民税非課税世帯等は2,000円/時間

保育幼稚園事業課（072-620-1638）

住宅改造で在宅重度障害者を
支援！

妊婦健康診査費用助成事業

妊婦健康診査の費用の一部を助成します。
※妊婦健康診査受診券を妊娠届出時に
交付し、受診１回につき１枚を使用してくだ
さい。里帰り出産等により府外で受診され
た場合は、健診費用の一部を返還します。

【対象】
本市の住民基本台帳に記録されている方
で、母子健康手帳の交付を受けた妊婦
【補助金】最大12万円
（多胎妊婦は最大14万5千円）

子育て支援課（072-624-9301)

ファミリー・サポート・センター
利用補助金

児童扶養手当を受給しているご家庭で、
相互援助活動をご利用される方が援助
会員に支払う謝礼金の一部を補助します。

【対象】
児童扶養手当を受給しているひとり親家庭

【補助金】１ヶ月最大20,000円

子育て支援課（072-624-9301）

人間ドックor脳ドックが
受けやすいよう費用を助成！

産婦健康診査費用助成事業

産婦健康診査の費用の一部を助成します。
※産婦健康診査受診券を妊娠届出時に
交付し、受診１回につき１枚を使用してくだ
さい。里帰り出産等により府外で受診され
た場合は、健診費用の一部を返還します。

【対象】
本市の住民基本台帳に記録されている方
で、産後８週６日以内の産婦
【補助金】5,000円を上限に２回まで

子育て支援課（072-624-9301）

企業主導型保育事業所の
休日保育事業利用料補助金

両親ともに就労等の理由で、日曜日・祝日
に企業主導型保育事業所の預かりサービ
スを利用した場合、その料金の一部を補
助します。

【対象】
小学校就学前の子どもを養育しており、補
助要件に該当する世帯
【補助額】子ども1人につき4,000円/日

保育幼稚園事業課（072-620-1638）

企業主導型保育事業所の
休日保育利用料を補助！

①就学援助制度
②支援学級等就学奨励費

給食費や学用品費等の一部を支給します。

【対象】
①市内小・中学校に在籍する児童生徒の
保護者
②支援学級に在籍および他校通級している
児童生徒の保護者
【支給額】費目によって異なります
（いずれも所得等の審査あり）

学校教育推進課（072-620-1684）

小学生・中学生の就学を支援！

大学奨学金利子補給事業

前年10月から応募する年の９月までに
返還した奨学金の利子を10年間補給
します。
【対象】
①10月１日現在40歳未満で茨木市に
住民登録・居住している
②奨学金（有利子）の貸与を受けて大
学院・大学・短期大学・高等専門学校・
専修学校専門課程を修了している等
【給付額】最大20,000円/年

こども政策課（072-620-1625）

茨木市再就職支援助成金

求職活動をしている失業中の方、または、
非正規労働者の方が、厚生労働大臣が指
定する教育訓練給付金対象講座を修了し
た場合、受講料の一部を助成します。

【対象】
受講開始日から助成金申請日までの間、
茨木市に住民登録のある65歳未満の方
【補助金】
受講料の２分の１、最大50,000円

産業振興課（072-620-1620）

就職のためのスキルアップを支援！有利子奨学金の利子を補給！

ファミリー・サポート利用料を補助！
病児・病後児保育ベビーシッターの

利用料を補助！

不育症治療に要する費用を助成！ 産婦健康診査の費用の一部を助成！ 妊婦健康診査の費用の一部を助成！

住宅改造で在宅重度障害者の方を
支援！

茨木市国民健康保険人間ドック等
助成制度

生活習慣病の予防、疾病の早期発見・早期
治療につなげるため、検査に要した費用を助
成します。

【対象】
40歳以上の茨木市国民健康保険被保険者

【助成金】
人間ドック・脳ドック受診で最大各20,000円

健康づくり課（072-625-6685）

賃貸住宅に居住する高齢者世
帯に、家賃の一部を助成！

茨木市重度障害者等
住宅改造助成事業

重度障害者等の方で障害者手帳に記載さ
れた障害が原因となって、現在、居住する
住宅の改造が必要な場合に、その費用の
一部を助成します。
【対象】
①重度身体障害者（身障手帳１・２級）
②体幹・下肢機能障害者（身障手帳３級）
③重度知的障害者（療育手帳Ａ）
【補助金】最大100万円（所得制限あり）

障害福祉課（072-620-1636）

重度障害者の方の日常生活を支援！

茨木市日常生活用具の給付事業

重度障害者の方が日常生活をより円滑にす
るための用具について給付を行います。

【対象】
重度障害者又は難病患者
（用具の種目によって異なります）
【補助金】
用具の購入に要する費用又は給付限度額
のいずれか低い額の９割を補助
（※所得に応じて自己負担上限額あり）

障害福祉課（072-620-1636）

人間ドックor脳ドックを
受けやすいよう費用を助成！

茨木市自転車乗車用ヘルメット
購入費補助金

市民の自転車乗車用ヘルメット購入費用の
一部を補助します。

【対象】
詳細は二次元コードより
ご確認ください。

【補助金】上限3,000円
(100円未満切り捨て)

交通政策課（072-647-2916）

自転車乗車用ヘルメット購入費用
の一部を補助！ まちを「ちょっとよくする」活動にチャレンジしてみませんか？

チャレンジいばらき補助金（茨木市提案公募型公益活動支援事業）

市民活動団体が、地域の課題解決をめざして行政と連携して実施する事業に対し補助金を交付し
ます。
【対象】構成員3人以上の団体が、茨木市内で実施する事業
【補助金】①自由テーマ型事業 200,000円 ②連携型事業 300,000円

③共創型事業 300,000円 ④学生等連携事業（大学生団体） 200,000円
⑤学生等連携事業（高校生団体） 100,000円
⑥人権・男女共同参画推進事業 100,000円
⑦スポーツ推進事業 75,000円

①～⑤共創推進課（072-631-0277）⑥人権・男女共生課（072-622-6613）
⑦スポーツ推進課（072-620-1608）

新生児聴覚検査費用助成

生後６か月未満に初めて受検する以下の検査
を対象に費用を助成（１回限り）
・自動聴性脳幹反応（AABR）検査（ABR検査を含む）
・耳音響放射（OAE）検査

【対象】検査日及び申請日において本市に住民
票のある、次のいずれかに該当する児童①第3
子以降の児童②申請日において住民税非課税
世帯に属する児童で、新生児聴覚検査を受検
した者
【上限】5,000円
※受検額と上限額のうち低い方を助成

子育て支援課（072-624-9301）

新生児聴覚検査費用を助成
乳児一般（一か月児）健康診査

費用を助成！

乳児一般（一か月児）健康診査費用助成

里帰り出産等のご事情により大阪府外で受診
された場合の費用を、本健康診断に係る大
阪府医師会との契約単価を上限に助成しま
す。
【対象】生後28日から生後41日までのこども
の養育者
【上限】乳児一般（一か月児）健康診査に係
る大阪府医師会との契約単価（公開していな
い）※大阪府（府医師会加入医療機関）で受診さ
れる場合は母子健康手帳別冊の受診券を使用し
自己負担なしで受診できる。

子育て支援課（072-624-9301）

がん患者のウィッグや乳房補整具等
の購入費用を助成

茨木市がん患者
アピアランスケア助成事業

がんと診断され、がん治療を受けた又は現
に治療を受けている方で、助成金の申請を
する日及び補整具を購入した日に茨木市
民である方に、ウィッグや乳房補整具等の
購入費用の一部を助成します。
【助成金上限】各20,000円
※助成回数は、対象者1人につき、ウィッグ等1
回、乳房補整具は左右各1回です。乳房補整具
は左右各20,000円を助成上限としています。

健康づくり課（072-625-6685）

おでかけできる場所や子育て中のサポート、各種
相談先など、子育てに役立つ情報を一冊にまと
めました。子育て支援課（072-624-9301）
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